
　第8次刈谷市総合計画においては、将来都市像を「人が輝く　安心快適な産業文化都市」と定め、令和24年
（2042年）を目標年次として、魅力あるまちづくりを進めます。
　市民一人一人が生き生きと自己実現を図り、地域社会の一員としてお互いを認め合い、多様な主体がまちづ
くりに参加し、連携しながら、未来に向けて持続的に発展する都市を目指します。

目標人口
　基本構想の目標年次である令和 24年（2042年）に目標人口 157,700 人を目指します。

市民満足度
　将来都市像の実現に向けて、次の市民満足度をまちづくり指標として設定します。

基本構想 計画期間 令和5～24年（2023～2042年）
　本市の将来都市像の実現に向けたまちづくりの方針や施策の大綱を定めるものです。

基本計画
計画期間　令和5～14年（2023～2032年）
　基本構想で示された将来都市像の実現を目指し、施策の体系を示すとともに、内容について明ら
かにするもので本市の行財政運営の基本的指針となります。

実施計画 計画期間　毎年度策定・3カ年ローリング
　基本計画で示された施策を実現するため、主な事業の内容や実施年度を明示するものです。
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計画期間は3年間とし、毎年度
見直しを行うローリング方式と
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20年間（令和5～24年）

計画の構成と期間

 刈谷市の目指す都市像

 まちづくりの指標

　市民の皆さんと一緒になって考え、共に策定を進めてきました「第8次刈
谷市総合計画」が新たに始まります。
　市が目指す将来都市像やその実現に向けて推進する施策の方向性を定め
るもので、市の全ての計画や施策の最上位に位置付けられる計画です。
　第8次刈谷市総合計画では、行政だけではなく、市民や事業者など、市に
関わる全ての人と協力して取り組むためのまちづくりの目標を定め、刈谷
市の目指す都市像の実現に向けて取り組んでいきます。
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新しいまちづくりが
スタートします。

 「総合計画」とは
住みごこち
（住みやすさを実感している市民の割合）

居住意向
（住み続けたいと思っている市民の割合）

市政への満足度
（市政に対して不満と感じていない市民の割合）
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